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１．決済高度化に向けた取組状況

2
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XML電文への移行1

送金フォーマット項目の国際標準化2

• 平成30年（2018年）頃を目途に、全銀システムの加盟金融
機関が参加する新しいシステムを構築し、サービスを開始。

• 平成32年（2020年）を目途に、企業間の国内送金指図につ
いて、現行の固定長電文を廃止し、XML電文に移行。

• 平成28年12月、全銀協で新しいシステムの構築を決定。
今後も金融界と産業界が関係当局とも連携し、中小企
業等も含めた財務・決済プロセスの高度化が図られるよ
う取り組む。

- 平成28年７月、「XML電文への移行に関する検討会（XML検
討会）」(※1）を開催、XML電文移行の周知資料を取りまとめ。

- 平成28年８月、経済産業省・中小企業庁において、金融EDI
の標準化に向けた検討をスタートし、また中小企業の決済
事務等の実態把握のためのアンケートを実施。

- 平成28年10月、「XML検討会」においてシステム仕様やEDI
フォーマットの標準化に向けた取組み等を協議。

報告書の提言 取組状況・今後の計画

Ⅰ．決済インフラ改革（「５つの改革」）

• 平成28年度（2016年度）中を目途に、国内の決済インフラに
おけるアルファベット表記の口座名義やBIC・IBAN(※２)の採用
など、利用者が送金先や金額によらず単一の手続き・システム
で全ての決済を行うことを想定した場合の論点整理を実施。

• 現在、本年度内を目途とした報告書の取りまとめに向け、
全銀協で論点整理を実施中。

報告書の提言

3

取組状況・今後の計画

（※１）メンバーは金融界、産業界、システム関連事業者、金融庁等 （事務局：全銀協）

（※２） BIC：Business Identifier Code、IBAN：International Bank Account Number
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国際送金における「ロー・バリュー送金」の提供3

大口送金の利便性向上4

非居住者口座に係る円送金の効率性向上5

Ⅰ．決済インフラ改革（「５つの改革」）

4

• 国際送金における「ロー・バリュー送金」を、相手国接続先
との合意等を前提に平成30年（2018年）を目途に提供。

• その際、具体的な接続方法等について検討を行い、銀行
界が他業態を含めた預金取扱金融機関に提示。

取組状況・今後の計画

• 金額の規模によらないシームレスな環境の提供に向けて、
全銀システムにおける送金可能桁数の拡大、または日銀
ネットでの振替の活用を検討。

報告書の提言
取組状況・今後の計画

• 国内金融機関が、例えば預金口座の開設時に外為法上
禁止される取引を行わないことの確認の徹底などにより、
外為法上の確認義務を引き続き確実に履行できるよう実
務的検討を行った上で、これを踏まえつつ、早ければ平成
28年度（2016年度）中に、非居住者関連の円送金の全銀
システムでの取扱い開始。

• 非居住者口座への送金は銀行により、資金返却等の非効率
な取扱いがあることから、関係当局と協議の上、全銀システ
ムでの円滑な取扱いに向けた対応を検討中。

• 左記の新たな外為法上の確認義務の履行対応案は課題が
あることを確認。

• 関係当局と連携し、本年度内を目途として問題解決に向け
た課題・方策を整理。

報告書の提言 取組状況・今後の計画

〈続き〉

報告書の提言

• スキーム案の具体的な検討を進め、平成28年10月、他業
態を含めた預金取扱金融機関を対象に説明会を開催。

• 平成28年12月、参加意向を有する金融機関等で構成され
る「ロー・バリュー送金検討会」を設置し、事務面を含めた
詳細検討を開始。

• 平成28年３月、全銀協として日銀ネット振替を活用して
対応する方針を決定済み。（前回ご説明）

• 平成28年７月～12月、日銀ネットでのより円滑な振替を
可能とする観点から、銀行間での事務手順などの課題
にかかるアンケートを実施した上で、対応を実施。
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携帯電話番号を利用した送金サービスの検討6

オープンAPIのあり方に関する検討8

ブロックチェーン技術の活用可能性と課題に関する検討7

Ⅱ．金融・ITイノベーションに向けた新たな取組み

5

• 複数の金融機関が参加する、携帯電話番号を利用した送
金サービスの提供を検討。

• 平成28年７月、各銀行に対し、本サービスへの関心等に
関するアンケート調査を実施。

• 平成28年11月、ニーズ規模や採算等を検証するための
市場調査（消費者アンケート調査）を実施。

報告書の提言

• ブロックチェーン技術を含む新たな金融技術の活用可能
性と課題について、金融行政当局等と連携して、検討（平
成28年度（2016年度）中を目途に報告をとりまとめ）。

• 平成28年７月、各銀行における取組状況や活用上の課
題等に関するアンケート調査を実施し、論点を洗い出し。

• 平成28年12月、銀行界、FinTech事業者、IT事業者、金
融行政当局等をメンバーとする「ブロックチェーン技術の
活用可能性と課題に関する検討会」を設置（事務局：全
銀協）。

• 本年度中を目途に、報告を取りまとめ予定。

報告書の提言

• 金融機関・IT関係企業・金融行政当局等の参加を得て、セ
キュリティ等の観点から、オープンAPIのあり方を検討する
ための作業部会等を設置（平成28年度（2016年度）中を目
途に報告をとりまとめ）。

報告書の提言

取組状況・今後の計画

取組状況・今後の計画

取組状況・今後の計画

• 平成28年７月、各銀行における取組状況や活用上の課
題等に関するアンケート調査を実施し、論点を洗い出し。

• 平成28年10月、銀行界、FinTech事業者、IT事業者、金
融行政当局等をメンバーとする「オープンAPIのあり方に
関する検討会」を設置（事務局：全銀協）。

• 今後、報告を取りまとめ予定。
（セキュリティ原則、利用者保護原則は先行して議論）
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Ⅲ．その他

6

全銀ネット有識者会議の運営見直し （※一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークにおける検討事項）9

電子記録債権を巡る課題への対応 （※株式会社 全銀電子債権ネットワーク及び個別金融機関における検討事項）10

6

• 継続的な決済イノベーションのための銀行界における体制
整備として、「全銀ネット有識者会議」の改組等を実施。

報告書の提言

報告書の提言

取組状況・今後の計画

取組状況・今後の計画

• 平成28年７月、銀行界において継続的な取組みが定着す
るよう、全銀ネット有識者会議の運営方法の見直しを実施。

• 平成28年８月以降、有識者ヒアリング・ディスカッションを
継続中。

• 電子債権記録機関間で電子記録債権を移動させることが
できるよう、所要の制度整備を行った上で、電子債権記録
機関をはじめとする関係者間で早急に協議。

• 平成28年度中を目途としていたでんさいネットにおける電
子記録債権移動スキームの策定スケジュールを前倒し、
スキーム案を策定済み。

• 本スキーム案をベースとし、でんさいネットの参加金融機
関への意向確認を経て、本年度中を目途にでんさいネット
及び各行記録機関において最終方針を決定する予定。

CMS高度化に向けた取組み （※主要行を中心とした取組事項）11

報告書の提言

• CMSの経営戦略上の位置付け、目標水準、取組みを明確
にし、高度化に向けた取組みが進められることが重要。

• 個別行において、企業ニーズを踏まえ、引き続き、積極的
に取り組んでいく。

取組状況・今後の計画
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外為報告の合理化 （※関係当局を中心とした検討事項）12

情報セキュリティ （※公益財団法人金融情報システムセンター（FISC）を中心とした検討事項）13

Ⅲ．その他

7

• EB・FBによる銀行へのデータ送信を法令上の報告手続とし
て位置づける等の対応について検討。電子報告制度の周知
の充実も重要。

• ネッティングの趣旨から行われる資金移動の報告の取扱い
の合理化について検討。報告方法の周知の充実も重要。

報告書の提言

報告書の提言

取組状況・今後の計画

取組状況・今後の計画

• 制度面は関係当局において協議・検討。
• 全銀協としても、EB・FBによる銀行へのデータ送信項目と
法令上の報告項目との差異などを分析するなど実務面か
ら検討に参画。

• 決済システムの安定性や情報セキュリティの確保という課
題についても適切な対応がとられていくよう、留意していく
ことが重要。

• 平成28年10月、金融情報システムセンター（FISC）におい
て、「FinTechに関する有識者検討会」が設置。銀行界とし
ても議論に参画。

〈続き〉
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別添資料

8



© 2016 JAPANESE BANKERS ASSOCIATION

参考1-1：「金融・ITネットワークシステム」の構築について

9

全銀協ホームページで公表 （http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/7198/）
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参考1-2：「金融・ITネットワークシステム」の構築について

10
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参考2：「非居住者円口座に係る円送金の効率性向上」の検討状況

11

具体的な外為法上の確認方法（案）

• 預金口座開設時に、あらかじめ資産凍結対象者等、外為法上
禁止される取引を行わないことを包括宣誓

• 制裁対象者リストが更新される都度、迅速・確実に照合作業
を実施する体制整備などを実施

• 外為法17条において顧客の送金にかかる外為法上の確認
義務が定められており、その主体は「銀行等」。

• 確認内容は資産凍結対象者等に関する規制に加え、送金使
途等も含む。

• 全銀協において対応案（右記）にかかる検討を行い、関係当
局とも協議をしたが、この案については「外為法上の確認は
送金の取引毎」であることから課題がある。

外為法上の確認義務の履行にかかる実務的な検討 【実務的な検討内容】

非居住者に対する全銀システムでの取扱い

• 非居住者円口座に対する国内送金は現在でも全銀システム
で取扱いを実施中。

• 但し、振込依頼人が居住者で受取人が非居住者の場合、
外為法上の確認の観点から資金返却まで行う事例あり。

• この場合、再振込等、煩雑な手続きとなり、円滑な資金決済
の妨げともなる懸念があることから、外為法上の確認を行え
ば資金返却までは必要としない取扱い等１を関係当局と協議
の上、改善に向けた対応を検討中。

【全銀システムによる非居住者関連の円送金の取扱い】

受取人
(非居住者)

依頼人
(居住者)

仕向
銀行

被仕向
銀行

全銀
ｼｽﾃﾑ

銀行によっては資金返却

・ 依頼人は、再度、振込処理を行う等の必要あり
・ 受取人は、資金受領が遅延する可能性あり
⇒ 資金返却までは必要としない取扱いを検討中

１ 資産凍結対象者等の場合はこの限りではない。

※ 関係当局と連携し、本年度内を目途として問題解決に向けた課題・方策を整理
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参考3：「ブロックチェーン技術の活用可能性と課題に関する検討会」の設置

 ブロックチェーン技術は、現段階では未成熟な技術であるものの、将来的に、銀行業務・システムのあり方を大きく変え得る技
術として注目されている。邦銀でも、個別行ベースで実証実験など、様々な取組みが行われているところ。

 一方で、実際の業務への活用に向けては、技術面、ビジネス面、法制度面においてクリアすべき課題があるほか、関係者が連
携して課題解決に向けて取組む必要のある論点も想定される。

 本報告書では、銀行業務におけるブロックチェーン技術の活用可能性と課題を考察するとともに、同技術が銀行業務・システ
ムに変革をもたらす可能性も見据えつつ、官民連携した具体的な取組みを提言する。

平成28年12月1日公表

目的目的

メンバーメンバー

中山 知章 （株）三井住友銀行ITイノベーション推進部長
柏木 英一 （株）三菱東京UFJ銀行デジタルイノベーション推進部長
阿部 展久 （株）みずほフィナンシャルグループインキュベーションPT長

梅原 弘充 （株）静岡銀行理事経営企画部長
佐々木 勉 （株）北洋銀行チャネル開発部フィンテック推進室長
吉本 憲文 住信SBIネット銀行（株）FinTech事業企画部長
増田 豊 全国銀行資金決済ネットワーク（全銀ネット）事務局長
内田 浩示 （株）全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）代表執行役社長

赤羽 喜治 （株）ＮＴＴデータ金融事業推進部技術戦略推進部システム企画担当部長

貝塚 元彦 日本アイ・ビー・エム（株）コグニティブ・ソリューション事業ブロックチェーン部長

加納 裕三 日本ブロックチェーン協会代表理事／（株）bitFlyer代表取締役

杉井 靖典 ブロックチェーン推進協会副理事長／
カレンシーポート（株）代表取締役CEO

沖田 貴史 FinTech協会／SBI Ripple Asia（株）代表取締役

荻生 泰之 デロイトトーマツコンサルティング合同会社執行役員
松浦 幹太 東京大学生産技術研究所教授
岡田 仁志 国立情報学研究所准教授
片岡 義広 片岡総合法律事務所 所長弁護士
木下 信行 アフラックシニアアドバイザー
井上 俊剛 金融庁総務企画局信用制度参事官
小林 寿太郎 金融情報システムセンター企画部長
永沢 裕美子 Foster Forum良質な金融商品を育てる会事務局長

【オブザーバー】
岩下 直行 日本銀行決済機構局審議役FinTechセンター長
山藤 敦史 (株)日本取引所グループ総合企画部フィンテック・ラボ課長

【事務局】
一般社団法人全国銀行協会 ※ 平成28年12月１日現在・敬称略

12
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参考4-1：「オープンAPIのあり方に関する検討会」の設置

13

 金融機関とFinTech企業等との連携や金融サービスの高度化に向けたツールとして、銀行システムへの接続仕様を外部事業
者等に公開する“オープンAPI”への注目が高まっている。わが国銀行界においても、現在、多数の銀行がオープンAPIの活用
可能性について検討を開始している状況。

 諸外国では、英国“Open Banking Standard”をはじめ、API仕様の標準化に関する検討、APIの活用を促進していく上での課題
への対応（セキュリティ、利用者保護）、必要な法整備について、官民連携した取組みが進展。

 こうした動向を踏まえ、本検討会では、わが国の金融サービスの高度化、利用者利便性等の向上を実現するためのオープン
API活用促進に向けた、官民連携のイニシアティブを取りまとめる。

目的目的

メンバーメンバー

【メンバー】
増田 正治 （株）三井住友銀行執行役員システム統括部長
亀田 浩樹 （株）三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員システム本部長兼システム企画部長
加藤 昌彦 （株）みずほフィナンシャルグループＩＴ・システムグループ専門役員
梅原 弘充 （株）静岡銀行理事経営企画部長
佐々木 勉 （株）北洋銀行チャネル開発部フィンテック推進室長
吉本 憲文 住信ＳＢＩネット銀行（株）FinTech事業企画部長
佐畑 大輔 （株）ＮＴＴデータ ｅ－ビジネス営業統括部長
羽川 茂雄 日本IBM（株）ＧＢＳ事業本部銀行ＦＭ金融第一ｲﾝﾀ゙ｽﾄﾘー ｿﾘｭー ｼｮﾝ部長
丸山 弘毅 FinTech協会代表理事／（株）インフキュリオン・グループ代表取締役
Mark Makdad FinTech協会理事／マネーツリー（株）営業部長
瀧 俊雄 一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS／

（株）マネーフォワード取締役兼Fintech研究所長

増島 雅和 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
森下 哲朗 上智大学法科大学院教授
小出 篤 学習院大学法学部教授
松尾 元信 金融庁総務企画局参事官
小林 寿太郎 金融情報システムセンター企画部長
永沢 裕美子 Foster Forum良質な金融商品を育てる会事務局長

【オブザーバー】
岩下 直行 日本銀行決済機構局審議役FinTechセンター長
鎌田 沢一郎 日本証券業協会政策本部参与
中野 征治 日本ｸﾚｼ゙ｯﾄｶー ﾄ゙協会／ﾕー ｼー ｶー ﾄ゙（株）事業開発部長

【事務局】
一般社団法人全国銀行協会 ※ 平成28年10月21日現在・敬称略

平成28年10月21日公表
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参考4-2：オープンAPIにおけるセキュリティ対策及び利用者保護の基本的な考え方（骨子）

14

Ⅰ．背景

Ⅱ．基本的な考え方

Ⅲ．オープンAPIの主なリスク

１．セキュリティ上の脅威とリスク

(1) API接続先への外部からの不正ｱｸｾｽに起因して生じるﾘｽｸ
(2) 銀行への外部からの不正ｱｸｾｽに起因して生じるﾘｽｸ
(3) 銀行、API接続先、利用者の間の通信に起因して生じるﾘｽｸ
(4) 内部の役職員の不正により生じるﾘｽｸ

２．API接続先のサービスに関連する利用者保護上のリスク

(1) API接続先に起因するﾘｽｸ
(2) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを利用した取引特有のﾘｽｸ
(3) 銀行又はAPI接続先のｼｽﾃﾑに起因するﾘｽｸ

Ⅳ．セキュリティ原則

(1) API接続先の適格性
(2) 外部からの不正ｱｸｾｽ対策
(3) 内部からの不正ｱｸｾｽ対策
(4) 不正ｱｸｾｽ発生時の対応
(5) ｾｷｭﾘﾃｨ対策の継続的な改善・見直し、高度化

Ⅴ．利用者保護原則

(1) API接続先の適格性
(2) 説明・表示、同意取得
(3) 不正ｱｸｾｽの未然防止
(4) 被害発生・拡大の未然防止
(5) 利用者に対する責任・補償

Ⅵ．その他

※ 詳細については現在メンバーと最終調整中。
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参考5-1：「全銀ネット有識者会議」の運営見直し ～全銀ネット有識者会議とは～

15

設置目的

• 銀行振込や決済システムに対する一般消費者
および企業ニーズを吸収、組織運営に活用

• テーマを柔軟に選定、時宜を得た検討を行う

メンバー

• 有識者（テーマに応じて都度選定）
• 全銀ネット委員長行、都市銀行、地方銀行
・・・銀行役員クラス（専務・常務級）

• 理事長、業務執行理事、事務局長ほか
運営として全銀ネット委員会委員、監事をオブザーバー、
検討部会委員を傍聴者として許容（会議内容は非公開）

開催頻度 年1回

1 全銀ネットでの調査内容に係る意見交換や有識者からの個別プレゼンを通じ、組織運営に活用（設立以来、外部有識者は変更せず）。
金融審議会等における資金決済法制定に係る議論（利用者ニーズに対応可能なガバナンス体制の構築）を踏まえて設置したもの。
設置にかかる主な参考資料は以下２点。
・決済に関する研究会 「決済に関する論点の中間的な整理について（座長メモ）」（平成19年12月）
・金融審議会金融分科会第二部会「資金決済に関する制度整備について」（平成21年1月）

（ご参考）全銀ネット有識者会議の設立経緯

平成22年4月

10月

• 資金決済法施行、全銀ネット設立
• 資金清算制度アドバイザー会議1を設置
• 全銀ネットの業務を開始

（以降、外部有識者会議として、資金清算
制度アドバイザー会議は毎年1・2回開催）

平成26年7月 • 資金清算制度アドバイザー会議を
全銀ネット有識者会議に改組

（平成26年度・平成27年度は各1回開催）

平成28年7月 金融審議会の提言を受け、機能を拡充

全銀ネット有識者会議は、全銀システムの稼動時間拡大への検討・対応など、全銀ネットを取り巻く環境が大きく変化して
いるとの問題意識のもと、時宜を得たテーマを選定し、当該テーマに造詣が深い有識者を招聘して意見交換を実施する
会議体として設置（全銀ネット設立時に設置した資金清算制度アドバイザー会議を平成26年度に改組したもの）。
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参考5-2：「全銀ネット有識者会議」の運営見直し ～全銀ネット有識者会議の運営見直し～

金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告」（抜粋）

全銀ネットは、独立したガバナンスの中で主体的に利用者ニーズを吸収していく必要があり、利用者の声を直接聞く器とし

て、より機能を発揮できるよう、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告書を踏まえ、有識者

会議の運営方法を見直す。

また、認識した課題への取り組み内容に応じて、全銀ネットの体制強化を実施する。

 有識者会議を活用した継続的な取組み（PDCAサイクル）の定着を図る。

 「実効性のさらなる向上」をコンセプトとし、実務ベースで「機動的な対応を可能とする枠組みの構築・強化」を図る。

決済インフラのサービスに対するニーズの多様化、国際的な連携の必要性、対応の迅速性等の要請に応える、継続的な取組みを

可能とするため、全銀ネットの体制を整備することが考えられる。決済インフラの基本的あり方について、銀行等による主体的な取

組みの継続を可能とするため、以下の行動プランの着実な実行が期待される。

 現在、利用者の声を直接聞く器として設置している「全銀ネット有識者会議」を改組等した上で、関係業界も含めて官民で議論を

行うためのラウンドテーブルを全銀協に設置する。

 その他、必要に応じた体制の強化を行う。
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参考5-3：「全銀ネット有識者会議」の運営見直し ～全銀ネット有識者会議の従来のイメージ～

社員総会
（社員：全銀協）

理事会
（頭取・社長級）

経営企画委員会
（専務・常務級）

業務・システム委員会
（専務・常務級）

各検討部会

• 経営企画検討部会
• リスク管理検討部会
• サイバーセキュリティ
検討部会

• 全銀システムのあり方
に関する検討部会

など

各検討部会

• 内国為替検討部会
• 全銀システム稼動時間
拡大検討部会

• 第7次全銀システム
検討部会

• 担保管理検討部会
など

全銀ネット有識者会議
（有識者＋専務・常務級）

・役員の選任
・事業報告・決算
・事業計画書
・収支予算書
・定款の変更

等を決議

・当法人の業務執行の
決定

・為替制度の運営に関
する重要事項の決定

・必要に応じて、委員
会や検討部会に検討
を指示

・有識者から示唆・提言を受けると
ともに意見交換を実施

・理事会に結果を報告、組織運営に
活用

内容を
報告

これまでの全銀ネット有識者会議は単年度完結型であり、経営企画委員会や理事会に内容を報告して完了従前
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参考5-4：「全銀ネット有識者会議」の運営見直し ～全銀ネット有識者会議の運営見直し後のイメージ～

社員総会
（社員：全銀協）

理事会
（頭取・社長級）

経営企画委員会
（専務・常務級）

業務・システム委員会
（専務・常務級）

各検討部会

• 経営企画検討部会
• リスク管理検討部会
• サイバーセキュリティ
検討部会

• 全銀システムのあり方
に関する検討部会

各検討部会

• 内国為替検討部会
• 全銀システム稼動時間
拡大検討部会

• 第7次全銀システム
検討部会

• 担保管理検討部会
など

全銀ネット有識者会議
（有識者＋専務・常務級）

A

検討部会で多くの
有識者からヒアリング

P

D

役員クラスの課題認識
検討部会へ更なる検討を指示

C

有識者会議での議論
テーマに応じて、関係当局
等の出席依頼も検討

検討を
継続

18認識した課題への取り組み内容に応じて、事務局の体制強化を実施（前年度比7名増員済み）

継続的な取組みの定着と、実務ベースで「機動的な対応を可能とする枠組みの構築・強化」を図るよう運営を見直し変更後



© 2016 JAPANESE BANKERS ASSOCIATION

参考6：「CMS高度化」に向けた取組み状況について

19

「ＣＭＳ高度化に向けた取組み」は、個別行の業務戦略に密接に関係するため、一例として三井住友銀行における経営戦略上の
位置づけを記載。

（三井住友銀行 ディスクロージャー誌より抜粋）

１

１ 「ＣＭＳ（キャッシュ マネジメント サービス）」の定義は、金融機関により異なり、Electronic Bankingを含む場合も多い
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